
家庭の事情や障害などにより県の福祉施設等に
入所しているこどもたちの成長をサポートする仕事。

▶ 保育士

▶ 児童指導員

▶ 児童福祉司

▶ 社会福祉主事

＜主な配属先＞
県福祉事務所 など
＜主な業務＞
生活保護に関する相談対応

福祉系の専門職

（相談対応）

＜主な配属先＞

奈良県立藤の木学園（福祉型障害児入所施設）

※児童指導員の場合、このほかこども家庭相談センター

＜勤務形態＞
変形労働時間制（週休２日）
宿直、夜勤あり

＜業務内容＞
・児童と生活を共にしながら安心、安全な生活をサポート
・児童の特性に応じ自立にむけた支援や関係機関との連携等
・専門性を向上するための研修会の実施など

施設職員

社会福祉主事・児童福祉司は
相互に異動があります

ケースワーカー

▶ 心理判定員

＜主な配属先＞
こども家庭相談センター、身体障害者更生相談所、本庁など
＜主な業務＞
児童虐待対応、相談業務、心理判定、児童福祉行政事務など

必要な資格等：保育士

必要な資格等：児童指導員任用資格

例・大学で社会福祉学、心理学、教育学、
社会学を専修する学部、学科を卒業
・社会福祉士 ・精神保健福祉士
・高校若しくは中等教育学校を卒業し、
２年以上児童福祉事業に従事

など

必要な資格等：社会福祉主事任用資格
例・大学等で社会福祉に関する科目を修めて卒業
・社会福祉士 など

必要な資格等：大学において心理学を専修する学科を修めて卒業 など

奈良県庁

心理

詳しくはこちらを
ご確認ください

必要な資格等：児童福祉司任用資格
例 ・大学で心理学、教育学若しくは社会学を修めて卒業した者で指定施設で

１年以上相談援助業務に従事
・社会福祉士 ・精神保健福祉士 ・公認心理師 など

＜主な配属先＞
こども家庭相談センター、本庁 など

＜主な業務＞
虐待・育成等の児童相談対応、
指導及び支援業務 など


